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学習タブレットＰＣ（Chromebook）の家庭への持ち帰りについて 

 

新緑の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃は、本校の教育活

動にご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

さて、本校では、昨年度より全校児童分の学習用タブレットＰＣ（Chromebook）を、春日井市より貸与

され、日頃の授業や学校行事で活用しています。現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数がまた増

加をしており、今後が大変心配されます。今後、可能な限り、学校教育活動を継続し、児童の学びを保障し

ていくために、学習用タブレットＰＣを家庭へ持ち帰り、活用していくことも考えています。そのため、試

験的に持ち帰り運用を開始したいと思います。つきましては、下記のように進めていきますので、保護者の

皆様のご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ ご家庭のインターネット環境の調査 

（１）学習情報配信アプリ home＆schoolのアンケート「タブレットＰＣをご家庭で利用するための 

wi-fi環境について」にお答えください。 

  

２ タブレットＰＣの家庭への持ち帰りについて 

（１）６月４日（金）に各家庭へ持ち帰ります。 

（２）ランドセルに入れて持ち帰らせます。タブレット PC（およ横 30cm×縦 21cm×厚さ２cm）を保護す

るための手提げ等の袋をご用意ください。改めてタブレットＰＣケースが必要なご家庭には後日注文

販売をします。 

（３）家庭では、学校より別紙で示されたルールに従って利用します。 

（４）授業で使用しますので、６月７日（月）には忘れないようにしてください。 

 

３ 「Chromebook（タブレット PC）の家庭への持ち帰りに関するお願い」の提出について 

（１）「お願い用紙」に必要事項を記入して、担任まで提出してください。 

（２）提出は、６月３日（木）までにお願いします。提出がない場合は、週末の持ち帰りができません。 

（３）提出された用紙は、学校で保管します。（学校でコピーをして、コピーを返却しますのでわかりやす

い場所に保管をして、タブレットＰＣを使用する時の参考にしてください。） 

 

４ その他 

（１）タブレットＰＣの破損等は、児童の学習に支障がでます。持ち帰りや、運搬・利用方法は学校でも指

導をしますが、ご家庭でも適切に利用できるようにお願いします。（修理代については、故意に破損さ

せた場合以外は、市が負担します。） 

（２）学習行動履歴データ「学習ログ」にタブレットＰＣからアクセスした記録が全て管理されています。 

（３）本件に関するお問い合わせは、教頭までお願いします。（８８－００５９） 



Chromebook（タブレットＰＣ）の家庭への持ち帰りに関するお願い 

    

  

 

 

 

 

 

 

   ※この用紙は、利用開始時に学校に提出してください。 

○持ち帰り運用の方針 

□ Chromebookの利用とネットワークへの接続は、学習目的に限っておこない、目的

外の私的な利用はしません。 

□ Chromebookは、家庭内のみの利用とします。 

□ 紛失、盗難の防止に細心の注意を払います。紛失等があった場合は、すみやかに学

校へ連絡します。 

□ Chromebookは、基本的に持ち主である児童本人が使用します。他人に貸したり、

借りたりしません。家族もサポート以外は使用しません。 

□ アカウント（ID）のパスワードは、保護者以外には知られないよう注意します。 

□ この Chromebook以外の端末から、お子さんのＩＤ・パスワードを使用しません。 

□ この Chromebook を私物のスマートフォンやミュージックプレイヤーに接続しま

せん。 

 

○利用に係る費用、紛失・破損の際 

□ Chromebookは、春日井市からの貸与の為、費用はかかりません。 

□ 家庭で Chromebook をネットワークに接続する場合は、発生するデータ通信料等

の接続料は、家庭の負担になることを了承します。 

□ 家庭で Chromebook を充電する場合の電気代は、家庭の負担になることを了解し

ます。（充電してあれば、二日間程度もちます） 

□ 学習端末の不注意（故意ではない）による破損や故障が出た場合は、すみやかに学

校に連絡します。 

□ 家庭へ持ち帰り期間中に、学習端末が盗難された場合は、盗難届けを警察等関係機

関に提出をして、学校へ連絡をお願いします。 

□ 学習端末を紛失した場合は、新規購入のための費用を家庭で負担いただくことがあ

ります。 

 

○情報の取り扱いについて 

□ 家庭での無線 LAN（wi-fi）接続は、暗号化とパスワード保護が設定されている無

線アクセスポイントまたは、家族が所有するモバイルルーター・スマートフォンに限

って行います。公衆無線 LAN（フリースポット等）への接続はしません。 

□ 基本設定（アプリなど）を故意に変更させません。 

 

上記のことに同意し、適切に利用させます。 
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